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全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会則

（名称）
第１条　この会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（略称全史料協）という。
（目的）
第 ２条　この会は、会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて、歴史資料の保存利用活動の振興

に寄与することを目的とする。
（事業）
第３条　この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　一　会員相互の情報交換
　二　歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究
　三　研究会、講演会、実務講習会等の開催
　四　機関紙の発行
　五　その他必要な事業
（会員）
第４条　この会は、機関会員及び個人会員によって構成する。
　２ 　機関会員とは、歴史資料保存利用機関又はこれに準ずる機関の加入者をいい、個人会員とは、こ

の会の目的に賛同して入会した者をいう。
　３　この会への入会に当たっては、入会申込書を事務局に提出し所定の手続を経るものとする。
　４ 　この会の退会は、退会の申し出による。ただし、会費の納入が２年以上ない場合は退会したもの

とみなす。
（会費）
第５条　会員は、別に定める会費を納入するものとする。
（地域別協議会）
第６条　この会に地域別協議会を置くことができる。地域別協議会の名称及び会則は別に定める。
（顧問及び参与）
第７条　この会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
　２ 　顧問は、この会の重要事項に関し、参与は、この会の運営に関し、それぞれ会長の諮問に応じ、

又は意見を具申する。
　３　顧問及び参与は、役員会の承認を得て、会長が推挙・委嘱する。
　４　顧問及び参与の任期は、それぞれ２年とする。ただし、再任を妨げない。
（役員）
第８条　この会に、次の役員をおく。
　一　会　長　　１名
　二　副会長　若干名
　三　理　事　若干名
　四　監　事　　１名
（役員の選出）
第９条　会長は、役員会で選出し、総会の承認を得て決定する。
　２ 　副会長、理事及び監事は、機関会員及び個人会員の中から会長が指名し、総会の承認を得て決定

する。
（役員の任務）
第10条　会長は、本会を代表し会を総理する。



114 記録と史料　№ 27（2017.3）

　２　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会務を代行する。
　３　理事は会務を執行する。
　４　監事は会務及び会計を監査する。
（委員会）
第11条　この会に会務執行上必要に応じ委員会を置く。
　２　委員会の設置及び廃止は役員会の議決による。
　３　委員会に委員長１名、副委員長１名、委員若干名を置く。
　４ 　委員長は副会長及び理事の中から選び、並びに委員は機関会員及び個人会員の中から選び、会長

が役員会の承認を得て指名する。
（役員及び委員の任期）
第12条　役員及び委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、会長は、２期を限度とする。
　２ 　任期途中で辞任した役員あるいは委員を補充した場合の任期は、当該役員あるいは委員の残任期

間とする。
（会議）
第13条この会の会議は、総会、役員会及び委員会とする。
　２ 　総会は年１回開催し、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集す

ることができる。
　３　役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
　４　委員会は随時開催し、委員長がこれを招集する。
　５ 　議事は、出席機関会員及び個人会員の過半数の賛成によって決するものとする。ただし総会にお

いて投票による採決が必要な場合は、機関会員及び個人会員各１に対し、それぞれ２及び１を投票
数とする。

　６ 　前項本文の規定にかかわらず、役員又は委員会構成員の全員の承諾のあるときは、役員会又は委
員会の議事は、書面又は電磁的方法により決することができる。

　７　会議の議事については、議事録を作成する。
（事務局）
第14条　この会の事務局は、原則として会長の所属する機関に置く。
　２　事務局に会長の指名する専任の事務職員を置くことができる。
（経費）
第15条　この会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
（事業計画及び収支予算）
第16条　この会の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、役員会の承認を得て決定する。
　２ 　事業計画及び収支予算については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めな

ければならない。
（事業報告及び収支決算）
第 17条　この会の事業報告及び収支決算については、会長が作成し、監事の監査を受け、役員会の承認

を得て決定する。
　２ 　事業報告及び収支決算については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めな

ければならない。
（会計年度）
第18条　この会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終わる。
（会則の変更）
第19条　この会則は、総会の同意がなければ、これを変更することができない。
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（規定外事項）
第20条　この会則に定めのないことで、重要事項については、総会の承認を得て決定する。
　２ 　会長が総会を招集する暇がないと認めるときは、会長はその決定すべき事項を役員会の承認を得

て処分することができる。
　３ 　前項の規定による処置については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めな

ければならない。

　附　則
（施行期日）
この会則は、昭和 51 年２月 21 日から施行する。
　附　則
昭和 53 年 11 月 21 日一部改正
　附　則
昭和 59 年 10 月 25 日一部改正
　附　則
昭和 62 年 10 月１日一部改正
　附　則
昭和 63 年 10 月６日一部改正
　附　則
平成３年 11 月７日一部改正
　附　則
平成６年 10 月 20 日一部改正 （平成７年４月１日施行）
　附　則
平成 12 年 10 月 31 日一部改正 （平成 13 年４月１日施行）
　附　則
平成 18 年 11 月８日一部改正 （平成 19 年４月１日施行）
　附　則
平成 20 年 11 月 12 日一部改正 （平成 21 年４月１日施行）
　附　則
平成 23 年 10 月 27 日一部改正 （平成 24 年４月１日施行）
　附　則
平成 26 年 11 月 13 日一部改正 （平成 27 年４月１日施行）

会費の額について
○全史料協会則第５条に規定されている会費の額は、平成８年 10 月 23 日の総会において次のとおり決
定された。なお、実施時期は、平成９年度からとする。

［機関会員］
・都道府県、政令指定都市 40,000 円
・市 35,000 円
・町村、その他（大学、研究機関等） 31,000 円

［個人会員］ 6,000 円
○平成 23 年 10 月 27 日の総会において、以下のとおり決定された。
・個人会員が学生である者の会費の額は、申請により５割減額できること。
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　なお、実施時期は平成 24 年度からとする。
・ 準会員廃止の経過措置として、準会員から個人会員へ移行する者（上記減額申請をする者を除く）の

会費の額は、平成 24 年度に限り 4,000 円とすること。

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱

（目的）
第 １条　この要綱は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会則（以下「会則」という。）第 11 条の規

定に基づき、委員会の設置及び運営に関し、委員会共通の事項を定めることを目的とする。
（委員会の設置）
第２条　会則第 11 条の規定に基づき設置する委員会は、次の各号のとおりとする。
（１）大会・研修委員会
（２）調査・研究委員会
（３）広報・広聴委員会
（所掌事務等）
第３条　各委員会が所掌する事務事業は、別表に定めるとおりとする。
（運営に関する要領）
第４条　委員会の運営に関する要領は、別に各委員会ごとに定めるものとする。
（委員会の組織）
第５条　副委員長の選任は、各委員会の委員の互選による。
　２　委員会に、必要に応じて下部小委員会及び協力員等をおくことができる。
　３　前項の組織は、各委員会の運営に関する要領で定める。
　４ 　委員長は、委員会の組織を決定又は変更したときは、これを会長に報告しなければならない。こ

の場合、会長は委員会組織表を作成し、最新の組織を会員に提示できるようにしておくものとする。
（会議）
第６条　委員長は、委員会を主宰し、会務を総理する。
　２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する。
　３　委員長は、会議の開催ごとに会議記録を作成し、会長へ報告するものとする。
　４　前項の記録は、会長において他の委員会に通知するとともに、保管しなければならない。
（連絡調整）
第７条　各委員会間の連絡調整は、役員会において行う。
　２ 　前項の連絡調整の円滑化を図るため、委員長が必要と認めたときは、役員会へ委員長以外の役員

を出席させることができる。
　３ 　第１項の規定において、緊急を要するため、役員会を開催する暇がない場合には、委員長の発議

により、随時、連絡調整を図ることができる。
　４ 　前項の規定により、連絡調整を図った場合には、委員長は、次の役員会でこれを報告し、その承

認を求めなければならない。
（予算及び決算）
第８条　委員会は、毎年度の必要な予算案を作成し、会長へ申請するものとする。
　２ 　委員会は、当該会計年度の決算及び業務報告を年度終了後速やかに作成し、会長へ提出するもの

とする。
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（事務処理及び会計処理）
第 ９条　委員会の事務は、委員長又は委員長の所属する機関において処理するものとする。ただし、止

むを得ない時は、役員会の承認を得て、それ以外の機関が処理することもできる。
　２ 　委員長事務処理には、委員長印を作成し、使用するものとする。ただし、会長名を使用する事務

処理は、会長へ処理案を送付して実施するものとする。
　３ 　委員会の会計処理にあたっては、会計担当を置き、当該委員会の会計帳簿及び証票等を整備し、

収支等の内容がいつでも明らかにできるよう、正確に処理しなければならない。
（監査）
第10条　委員会の決算は、会長において一括して監査を受けるものとする。
（規定外事項）
第11条　この要綱に定めるもののほか、委員会共通の事項に関しては役員会において定めるものとする。
　附　則
この要綱は、平成７年４月１日から施行する。
　附　則
この要綱は、平成 13 年４月１日から施行する。
　附　則
この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）
委　員　会 所　　掌　　事　　務

（１）大会・研修委員会

ア　全国大会の開催県事務局との連絡調整に関すること
イ　大会テーマの検討に関すること
ウ　総会の企画・運営に関すること
エ　大会研究会・大会研修会の企画・運営に関すること
オ　その他全国大会の企画・運営に必要な事項に関すること

（２）調査・研究委員会
ア　文書館等に関する諸問題についての調査・研究に関すること
イ　大会以外の研修会・研究会の企画・運営に関すること

（３）広報・広聴委員会

ア　「会報」の編集、出版、配布に関すること
イ　「記録と史料」の編集、出版、配布に関すること
ウ　その他の出版物の頒布に関すること
エ　会のホームページの管理運営に関すること

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会大会・研修委員会運営要領

（趣旨）
第 １条　この要領は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱（以下「設置要綱」という。）

第４条の規定に基づき、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会大会・研修委員会（以下「委員会」という。）
の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第 ２条　委員会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会が実施する事業活動の内、全国大会・大会研

修会および総会の企画運営に関する業務を行うことを目的とする。
（所掌事務）
第 ３条　委員会は、前条の目的を達するため、設置要綱第３条別表に掲げる事務について処理するもの

とする。
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（事務局）
第 ４条　委員会の事務局は、委員長の所属する機関に置く。ただし、止むを得ない時は、役員会の承認

を得て、それ以外の機関に置くこともできる。
　２　事務局に会計担当及び書記若干名を置く。
（会議）
第５条　委員会は随時開催するものとし、委員長がこれを招集する。
　２　委員長は会議を主宰する。
　３ 　委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付議すべき事項を専決処分する

ことができる。ただし、この場合は、速やかに委員会を招集し、委員会の承認を得なければならない。
（規定外事項）
第 ６条　この要領及び設置要綱に定めのない事項で、委員会限りに適用する事項については役員会の承

認を得て委員長が定めるものとする。
　附　則
この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。

設置要綱第３条別表関係
委　員　会 所　　掌　　事　　務

（１）大会・研修委員会

ア　全国大会の開催県事務局との連絡調整に関すること
イ　大会テーマの検討に関すること
ウ　総会の企画・運営に関すること
エ　大会研究会・大会研修会の企画・運営に関すること
オ　その他全国大会の企画・運営に必要な事項に関すること

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会調査・研究委員会運営要領

（趣旨）
第 １条　この要領は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱（以下「設置要綱」という。）

第４条の規定に基づき、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会調査・研究委員会（以下「委員会」という。）
の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第 ２条　委員会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会が実施する事業活動の内、文書館等に関する

諸問題についての調査研究に関する業務及び大会以外の研修会・研究会の企画運営に関する業務を行
うことを目的とする。

（所掌事務）
第 ３条　委員会は、前条の目的を達するため、設置要綱第３条別表に掲げる事務について処理するものとする。
（事務局）
第 ４条　委員会の事務局は、委員長の所属する機関に置く。ただし、止むを得ない時は、役員会の承認

を得て、それ以外の機関に置くこともできる。
　２　事務局に会計担当及び書記若干名を置く。
（会議）
第５条　委員会は随時開催するものとし、委員長がこれを招集する。
　２　委員長は会議を主宰する。
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　３ 　委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付議すべき事項を専決処分する
ことができる。ただし、この場合は、速やかに委員会を招集し、委員会の承認を得なければならない。

（規定外事項）
第 ６条　この要領及び設置要綱に定めのない事項で、委員会限りに適用する事項については役員会の承

認を得て委員長が定めるものとする。
　附　則
この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。

設置要綱第３条別表関係
委　員　会 所　　掌　　事　　務

（２）調査・研究委員会
ア　文書館等に関する諸問題についての調査・研究に関すること
イ　大会以外の研修会・研究会の企画・運営に関すること

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会広報・広聴委員会運営要領

（趣旨）
第 １条　この要領は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会委員会設置要綱（以下「設置要綱」という。）

第４条の規定に基づき、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会広報・広聴委員会（以下「委員会」という。）
の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第 ２条　委員会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会が実施する事業活動の内、会報と会誌の編集、

出版、配布に関する業務及び会の出版物の頒布に関する業務及び会のホームページの管理運営に関す
る業務を行うことを目的とする。

（所掌事務）
第 ３条　委員会は、前条の目的を達するため、設置要綱第３条別表に掲げる事務について処理するもの

とする。
（事務局）
第 ４条　委員会の事務局は、委員長の所属する機関に置く。ただし、止むを得ない時は、役員会の承認

を得て、それ以外の機関に置くこともできる。
　２　事務局に会計担当及び書記若干名を置く。
（会議）
第５条　委員会は随時開催するものとし、委員長がこれを招集する。
　２　委員長は会議を主宰する。
　３ 　委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付議すべき事項を専決処分する

ことができる。ただし、この場合は、速やかに委員会を招集し、委員会の承認を得なければならない。
（規定外事項）
第 ６条　この要領及び設置要綱に定めのない事項で、委員会限りに適用する事項については役員会の承

認を得て委員長が定めるものとする。
　附　則
この要領は、平成 21 年４月１日から施行する。
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設置要綱第３条別表関係
委　員　会 所　　掌　　事　　務

（３）広報・広聴委員会

ア　「会報」の編集、出版、配布に関すること
イ　「記録と史料」の編集、出版、配布に関すること
ウ　その他の出版物の頒布に関すること
エ　会のホームページの管理運営に関すること

全史料協関東部会会則

（名称及び会員）
第 １条　この部会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会則第６条に基づき設立する地域別協議会

で、その名称は全史料協関東部会（以下「部会」という。）とし、その事務局を会長の所属する機関に置く。
　２ 　この部会は、関東甲信越地区の全国歴史資料保存利用機関連絡協議会の会員をもってその構成員

（以下「会員」という。）とする。
（目的）
第 ２条　この部会は会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて歴史資料の保存利用活動の振興に

寄与することを目的とする。
（事業）
第３条　この部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　一　会員相互の情報交換
　二　歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究
　三　研究会、講演会、実務講習会等の開催
　四　その他必要な事業
（役員）
第４条　この部会に、次の役員を置く。
　一　会　長　　１名
　二　副会長　　１名
　三　理　事　若干名
　四　監　事　　２名
（役員の選出）
第５条　役員は、会員の中から選出するものとし、総会の承認によって決定する。
（役員の任務）
第６条　会長は、この部会を代表し、会務を総理する。
　２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会務を代行する。
　３　理事は、会務を執行し、監事は会務及び会計を監査する。
（運営委員）
第７条　この部会に運営委員を若干名おく。
　２　運営委員は役員を補佐し、会務の執行を補助する。
　３　運営委員は会員の中から選び、会長が役員会の承認を得て指名する。
（役員及び運営委員の任期）
第８条　役員及び運営委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。
　２ 　任期途中で辞任した役員あるいは運営委員を補充した場合の任期は、当該役員あるいは委員の残

任期間とする。
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（会議）
第９条　この部会の会議は、総会及び役員会及び運営委員会とする。
　２　総会は年１回開催し、会長がこれを招集する。
　３　役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
　４　運営委員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
　５　総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の賛成によって決するものとする。
（経費）
第10条　この部会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
　２　会費の額は別に定める。
（会計年度）
第11条　この部会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終わる。
（会則の変更）
第12条　この会則は総会の議決によりこれを変更する。
（規定外事項）
第13条　この会則に定めのないことで、この部会の運営上必要な事項は、会長が総会の承認を得て定める。
　付　則
この会則は、昭和 59 年 10 月 26 日から実施する。
　付　則
平成７年５月 29 日一部改正
　付　則
１　平成 13 年５月 17 日一部改正
（経過措置）
２ 　関東甲信越地区に隣接する地域の会員は、当該部会が結成されるまでの間、関東部会の会員となる

ことができる。
３　この経過措置は、平成 13 年５月 17 日から実施する。

全史料協関東部会細則

１　会則第 10 条第２項に定める会費は次のとおりとする。
（１）機関会員１万円
（２）個人会員２千円
２　この細則は昭和 59 年 10 月 26 日から施行する。
　付　則
平成 13 年５月 17 日一部改正
平成 24 年５月 23 日一部改正

全史料協近畿部会会則

（名称及び会員）
第 １条　この部会は、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会則第６条に基づき設立する地域別協議会

で、その名称は全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会（以下「全史料協近畿部会」と略称する。）
とし、その事務局を会長の所属する機関に置く。
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　２ 　この部会は、近畿地区の全国歴史資料保存利用機関連絡協議会の会員をもってその構成員（以下「会
員」という。）とする。

（目的）
第 ２条　この部会は会員相互の連絡と提携を図り、研究協議を通じて歴史資料の保存利用活動の振興に

寄与することを目的とする。
（事業）
第３条　この部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　一　会員相互の情報交換
　二　歴史資料の保存利用事業に関する調査及び研究
　三　研究会、講演会、実務講習会等の開催
　四　その他必要な事業
（役員）
第４条　この部会に、次の役員を置く。
　一　会　長　　１名
　二　副会長　　１名
　三　理　事　若干名
　四　監　事　　２名
（役員の選出）
第５条　役員は、会員の中から選出するものとし、総会の承認によって決定する。
（役員の任務）
第６条　会長は、この部会を代表し、会務を総理する。
　２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、会務を代行する。
　３　理事は、会務を執行し、監事は会務及び会計を監査する。
（運営委員）
第７条　この部会に運営委員を若干名おく。
　２　運営委員は役員を補佐し、会務の執行を補助する。
　３　運営委員は会員の中から選び、会長が役員会の承認を得て指名する。
（役員及び運営委員の任期）
第８条　役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。
　２　運営委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。
（会議）
第９条　この部会の会議は、総会及び役員会及び運営委員会とする。
　２　総会は年１回開催し、会長がこれを招集する。
　３　役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
　４　運営委員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
　５　総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の賛成によって決するものとする。
（経費）
第10条　この部会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
　２　会費の額は別に定める。
（会計年度）
第11条　この部会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終わる。
（会則の変更）
第12条　この会則は総会の議決によりこれを変更する。
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（規定外事項）
第13条　この会則に定めのないことで、この部会の運営上必要な事項は、会長が総会の承認を得て定める。
　付　則

（実施期日）
１　この会則は、平成５年４月１日から実施する。

（経過措置）
２ 　近畿地区に隣接する地域の会員は、当該部会が結成されるまでの間、近畿部会の会員になることが

できる。
　付　則
平成５年５月 20 日一部改正

全史料協近畿部会細則

１　会則第 10 条第２項に定める会費は次のとおりとする。
（１）機関会員１万円
（２）個人会員２千円
２　この細則は平成５年４月１日から施行する。

会誌『記録と史料』投稿規程

１　本会の会員はだれでも投稿できることとする。
２ 　投稿の期限は設けないが、毎年 10 月末日までに提出されたものについて、内容を審査し、その年度

の会誌への採否を決めるものとする。
３　原稿のジャンルおよび原稿枚数は次のとおりとする。（枚数は写真・図表等を含む）
　　　（ジャンル）　　　　　（400 字詰め原稿用紙換算）
　　　　研究 60 枚以内（翻訳・講演等も含む）
　　　　アーキビストの眼 30 枚以内
　　　　世界の窓 30 枚以内
　　　　書評と紹介 15 枚以内
　　　　その他
４　原稿の取り扱い
（１ ）投稿原稿は広報・広聴委員会で採否を決定し、できるだけ早く結果の通知を行う。なお投稿原稿

は未発表論文とする。
（２）海外論文の翻訳を投稿する場合は、投稿者があらかじめ著作権の許諾を得るものとする。
（３ ）原稿の掲載にあたっては、一部の書き直しや明らかな誤りなどの修正・補充をお願いすることが

ある。
（４）著者校正は初校のみとする。その際、書きかえや書き加えは原則として行わない。
（５）掲載原稿は原則として返却しない。
５　掲載原稿の謝礼は、掲載誌の贈呈をもってこれに代える。
６ 　掲載原稿の著作者は、当該原稿の複製及び公衆送信を本会に対して許諾したものとみなす。本会が

複製及び公衆送信を第三者に委託した場合も同様とする。




